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事業報告

NTTグループの現況に関する事項

主要な事業内容

区分 主要な事業内容

移 動 通 信 事 業 携帯電話サービスなどの通信事業、スマートライフ事業およびその他の事業

地 域 通 信 事 業 国内電気通信事業における県内通信サービスの提供およびそれに附帯する事業

長距離・国際通信事業 国内電気通信事業における県間通信サービス、国際通信事業、ソリューション事業　　
およびそれに関連する事業

デ ー タ 通 信 事 業 システムインテグレーション、ネットワークシステムサービスおよびそれに関連する事業

そ の 他 の 事 業 不動産事業、金融事業、電力事業、システム開発事業など
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主要な拠点など
１．当社
・ 本社

東京都千代田区
・ 研究所

サービスイノベーション総合研究所（神奈川県横須賀市）、情報ネットワーク総合研究所（東京都武蔵野市）、先
端技術総合研究所（神奈川県厚木市）
※3つの総合研究所の内部組織として13の研究所があります。

２．子会社
区分 主要な会社名 主要な拠点

移 動 通 信 事 業 ㈱NTTドコモ 東京都千代田区

地 域 通 信 事 業 東日本電信電話㈱ 東京都新宿区
西日本電信電話㈱ 大阪府大阪市中央区

長距離・国際通信事業
/ デ ー タ 通 信 事 業 NTT㈱ 東京都千代田区

長距離・国際通信事業
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱ 東京都千代田区
NTT Ltd. 英国
NTTセキュリティ㈱ 東京都千代田区

デ ー タ 通 信 事 業 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区

そ の 他 の 事 業

NTTアーバンソリューションズ㈱ 東京都千代田区
エヌ・ティ・ティ都市開発㈱ 東京都千代田区
㈱NTTファシリティーズ 東京都港区
NTTファイナンス㈱ 東京都港区
NTTアノードエナジー㈱ 東京都千代田区
エヌ・ティ・ティ・コムウェア㈱ 東京都港区

従業員の状況
従業員の人数　324,667名（対前年：5,628名増）

区分 従業員数
名

移 動 通 信 事 業 28,113
地 域 通 信 事 業 75,416
長 距 離 ・ 国 際 通 信 事 業 49,952
デ ー タ 通 信 事 業 139,677
そ の 他 の 事 業 31,509

－ 2 －



財産および損益の状況の推移

区分 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
営 業 収 益 （ 億 円 ） 117,821 118,798 118,994 119,440
営 業 利 益 （ 億 円 ） 16,411 16,938 15,622 16,714
税 引 前 当 期 利 益 （ 億 円 ） 17,405 16,719 15,701 16,526
当 期 利 益 （ 億 円 ） 8,979 8,546 8,553 9,162
1 株 当 た り 当 期 利 益 （ 円 ） 224.93 220.13 231.21 248.15
総 資 産 （ 億 円 ） 215,414 222,951 230,141 229,655
株 主 資 本 （ 億 円 ） 90,504 92,649 90,611 75,627
1 株 当 た り 株 主 資 本 （ 円 ） 2,295.79 2,416.01 2,492.60 2,087.98
(注)

 

 1. 当期利益は、当社に帰属する当期利益（非支配持分帰属分控除後）を記載しています。
2. 1株当たり当期利益は、1株当たり当社に帰属する当期利益（非支配持分帰属分控除後）を記載しています。
3. 1株当たり当期利益は自己株式を除く期中平均発行済株式総数により、また1株当たり株主資本は自己株式を

除く期末発行済株式総数により算出しています。
4. 当社は、2020年1月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行っており、

1株当たり当期利益および1株当たり株主資本について、当該株式分割調整後の数値を記載しています。
5. NTTグループの連結決算は2018年度よりIFRSに準拠して作成しており、ご参考までに2017年度の数値も

IFRSに組み替えて記載しております。

当社の財産および損益の状況の推移

区分 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
営 業 収 益 （ 億 円 ） 6,631 7,507 6,497 7,941
営 業 利 益 （ 億 円 ） 5,306 6,138 5,103 6,444
経 常 利 益 （ 億 円 ） 5,281 6,129 5,089 6,398
当 期 純 利 益 （ 億 円 ） 7,249 11,928 4,808 6,392
1株当たり当期純利益（円） 181.60 307.25 129.96 173.14
総 資 産 （ 億 円 ） 67,104 70,989 68,341 114,764
純 資 産 （ 億 円 ） 46,026 52,222 48,453 51,766
1 株 当 た り 純 資 産 （ 円 ） 1,167.53 1,361.81 1,332.87 1,429.21
(注)

 

 1. 当社の個別決算は国内会計基準に準拠して作成しています。
2. 従来、百万円未満を切り捨てて表示していましたが、2020年度より四捨五入による表示へ変更しています。

当該変更に伴い、2019年度以前についても四捨五入へ組み替えて表示しています。
3. 1株当たり当期純利益は自己株式を除く期中平均発行済株式総数により、また1株当たり純資産は自己株式を

除く期末発行済株式総数により算出しています。
4. 当社は、2020年1月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行っており、

1株当たり当期純利益および1株当たり純資産について、当該株式分割調整後の数値を記載しています。
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会社役員に関する事項

責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役および監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限
定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責
任限度額としております。

会計監査人に関する事項
１．会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

２．会計監査人の報酬等の額
会計監査人 支払額

有限責任 あずさ監査法人 333百万円
(注)

 

 1. 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上
の監査に対する報酬等の額などを区分しておらず､実質的にも区分できないことから､上記の金額はこれら
の合計額を記載しております。

2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積もりの算出根拠など
を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

３．当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額
会計監査人 支払額

有限責任 あずさ監査法人 3,056百万円
(注)

 

 1. 当社が会計監査人に対して対価を支払っている非監査業務の内容は、国内債・米ドル建およびユーロ建社
債発行に係るコンフォート・レター作成業務などであります。

2. 当社の重要な子会社のうち、海外子会社はあずさ監査法人以外の監査を受けております。

４．会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合に、監査役全員の
同意により会計監査人を解任いたします。
　上記のほか、監査役会は、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められる場合に、株主総会に提出する
会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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業務の適正を確保するための体制などの整備についての決議の内容
　当社は、NTTグループにおける内部統制システムの整備に関する基本方針を取締役会にて決議しています。決議の
内容は以下のとおりです。

－内部統制システムの整備に関する基本方針－

Ⅰ．内部統制システムの整備に関する基本的考え方

１．当社は、内部統制システムの整備にあたり、法令の遵守、損失の危機管理および適正かつ効率的な事業運営
を目的に、損失の未然防止、損失最小化に向けた各種対策を講じます。

２．上記内部統制システムの整備のため、内部統制室を設置し、規程・体制などの整備を統括するとともに、監
査レビューの実施やグループとしてリスクの高い共通項目についての統一的な内部監査を実施することによ
り、内部統制システムの有効性を評価した上、必要な改善を実施します。

３．金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制システムの信頼性の確保についても適切な取り組みを実施
します。

４．社長は業務執行の最高責任者として、内部統制システムの整備および運用について責任をもって実施します。

Ⅱ．内部統制システムに関する体制の整備

１．取締役、執行役員および社員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　当社は、法令を遵守することはもとより、高い倫理観を持って事業を運営していくため、以下の取り組みを行
います。

 

(１) 社員就業規則などにおいて、事業を適正かつ効率的に運営するため、誠実に法令、規程および通達を遵守
し、全力をあげてその職務の遂行に専念すべき義務を定めます。

(２) 企業倫理については、NTTグループ企業倫理憲章を策定し、NTTグループ全ての役員および社員に対して、
企業倫理に関する具体的行動指針とします。

(３) 企業倫理の責任体制を明確化し、企業倫理の確立、コンプライアンス意識の醸成、綱紀の保持、申告に関す
る調査検討などを行うため、副社長を委員長として、企業倫理委員会を設置します。

(４) より風通しの良い企業風土の醸成に努め、グループ各社内の企業倫理ヘルプライン受付窓口および弁護士を
活用したグループ横断的な社外の企業倫理ヘルプライン受付窓口を設置し、匿名・記名を問わず申告を受け
付けます。また、経営陣から独立した受付窓口として監査役への独立通報ルートも設置します。なお、企業
倫理ヘルプライン受付窓口および監査役に申告したことを理由として、申告者に対して不利益となる取り扱
いは行いません。

(５) 役員や社員に対する継続的な啓発活動を行うため、企業倫理研修などを実施します。また、社内チェックの
充実・強化を図るため、企業倫理に関する意識調査などを行います。

(６) 内部統制室は、内部監査計画を取締役会に報告するとともに、それに基づき内部監査を実施し、その結果を
定期的に取締役会に報告します。
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２．ビジネスリスクマネジメントに関する規程その他の体制

　当社は、ビジネスリスクについて適切にマネジメントするため、以下の取り組みを行います。
 

(１) リスクマネジメントの基本的事項を定め適正かつ効率的な業務運営を行うため、リスクマネジメント規程を
策定します。

(２) ビジネスリスクマネジメントの責任体制を明確化するため、副社長を委員長として、会社運営に関わる新た
なビジネスリスクへの対処に向けた危機管理を行うためにビジネスリスクマネジメント推進委員会を設置
します。

(３) また、NTTグループが一体となってリスクマネジメントを行うため、リスクの発生を予防し、事前準備する
とともに、リスクが発生した場合に的確かつ迅速な対応を可能とするよう、ビジネスリスクマネジメントマ
ニュアルを策定します。

３．取締役および執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は、取締役および執行役員の適切な責任分担と監督体制により効率的な事業運営を行うため、以下の取り
組みを行います。

 

(１) 組織の構成と各組織の所掌業務を定める組織規程および権限の分掌を定める責任規程を策定します。
(２) 執行役員制度を導入し、取締役会が担う経営に関する決定・監督の機能と執行役員が担う業務執行の機能を

明確に分離する体制を整え、経営の機動力の向上を図ります。
(３) 取締役会規則を定め、原則月1回開催される取締役会において、経営に関する重要事項について、関係法規、

経営判断の原則および善良なる管理者の注意義務などに基づき決定を行うとともに、取締役および執行役員
は、定期的に職務の執行状況などについて報告します。

(４) 職務執行の公正性を監督する機能を強化するため、取締役会に独立した立場の社外取締役を含めます。
(５) さらにNTTグループを統括・調整する持株会社として、効率的かつ効果的なグループ経営を推進するため、

会社経営・グループ経営に関する重要事項を課題毎に議論し、適正な意思決定を行うための執行役員会議、
委員会を設置します。
また、NTTグループの事業運営において必要な事項の各社からの報告に関する体制を整備します。

４．取締役および執行役員の職務の執行に関する情報の保存および管理に関する体制

　当社は、取締役および執行役員の職務の執行に関する情報の管理を行い、適正かつ効率的な事業運営に資する
ため、以下の取り組みを行います。

 

(１) 文書（関連資料および電磁媒体に記録されたものを含みます。以下「文書」といいます。)その他の情報の
管理について必要事項を定めるため、文書規程、情報セキュリティマネジメント規程などを策定します。

(２) 文書の整理保存の期間については、法令に定めるもののほか、業務に必要な期間、保存します。

５．NTTグループにおける業務の適正を確保するための体制

　当社は、NTTグループ会社間の取引については法令に従い適切に行うことはもとより、NTTグループが適正な
事業運営を行い、グループとしての成長・発展に資するため、グループ会社において以下の取り組みを行います。
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(１) 危機発生時の親会社への連絡体制を整備します。
(２) 不祥事などの防止のための社員教育や研修などを実施します。
(３) 情報セキュリティおよび個人情報保護に関する体制を整備します。
(４) 親会社へ定期的に財務状況などの報告を行います。
(５) 親会社の内部監査部門などによる内部監査を実施します。

６．監査役の職務を補助すべき社員に関する事項およびその社員の取締役および執行役員からの独立性に関する
事項

　当社は、監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、監査役の職務を補助すべき社員について以下
の取り組みを行います。

 

(１) 監査役の職務を補助すべき専任の社員を配置するため、会社法上の重要な組織として監査役室を設置します。
(２) 監査役室に所属する社員は、監査役の指揮命令に基づき業務を実施します。
(３) 監査役室に所属する社員の人事異動、評価などについて、監査役会の意見を尊重し対処します。

７．取締役、執行役員および社員が監査役に報告をするための体制およびその他監査役の監査が実効的に行われ
ることを確保するための体制

　当社は、監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、取締役、執行役員および社員が職務執行に関
する重要な事項について監査役に報告するなど、以下の取り組みを行います。

 

(１) 取締役などから職務執行などの状況について以下の項目について報告します。
①執行役員会議で決議された事項
②会社に著しい損害を及ぼした事項および及ぼすおそれのある事項
③月次決算報告
④内部監査の状況
⑤法令・定款などに違反するおそれのある事項
⑥ヘルプラインへの通報状況
⑦グループ会社から報告を受けた重要な事項
⑧上記以外のコンプライアンス上重要な事項

(２) 監査役の求めに応じ、代表取締役、会計監査人、内部監査部門などは、それぞれ定期的および随時に監査役
と意見交換を実施します。

(３) 監査役は取締役会のほか、重要な会議に出席することができます。
(４) 監査役は、独自に外部の専門家と契約し監査業務に関する助言を受けることができます。
(５) 監査役は、職務の執行に必要な費用について請求することができ、当社は当該請求に基づき支払いを行います。
(６) 監査役に報告した者は、報告したことを理由として不利益となる取り扱いを受けません。
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　NTTグループにおける内部統制システムの整備に関する基本方針に基づく、当社における業務の適正を確保するた
めの体制の運用状況の概要は以下のとおりです。

１．取締役、執行役員および社員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　当社は、法令を遵守することはもとより、高い倫理観を持って事業を運営していくため、企業倫理・コンプラ
イアンスに関する意識の維持・向上に努めています。
　企業倫理については、NTTグループ企業倫理憲章および社員就業規則を社内向けWebサイトに掲載していま
す。また、企業倫理委員会は、当事業年度に2回開催され、内部通報窓口である企業倫理ヘルプライン受付窓口
に対する申告内容の調査を行い、対応状況とともに取締役会に報告しています。当事業年度においては、NTTグ
ループ企業倫理ヘルプライン社外受付窓口に348件の通報がありました。なお、企業倫理ヘルプライン受付窓口
に申告したことを理由として、申告者に対して不利益となる取り扱いを行わないことは、企業倫理ヘルプライン
受付窓口運用規程において規定され、適切に運用されています。
　コンプライアンス意識の維持・向上に向けては、役員・社員に対する企業倫理研修を実施するとともに、社内
向けWebサイトでは企業倫理上問題となる事例を詳しく解説し、役員・社員の理解度向上に努めています。ま
た、企業倫理に関する社員への意識調査を実施し、企業倫理の浸透度向上に活かしています。
　内部統制室は、年間の内部監査計画、ならびに上期および下期の内部監査結果について、取締役会に報告して
います。なお、当社経営層と省庁関係者などとの会食などに関する事案を踏まえた社内ルールの見直し、取り組
み状況については、内部監査において確認し、その結果について、取締役会へ報告することとします。

２．ビジネスリスクマネジメントに関する規程その他の体制

　ビジネスリスクマネジメントについては、身近に潜在するリスクの発生を予想・予防し、万一リスクが顕在化
した場合でも損失を最小限に抑えることなどを目的として、リスクマネジメントの基本的事項を定めたリスクマ
ネジメント規程を制定しています。代表取締役副社長が委員長を務めるビジネスリスクマネジメント推進委員会
が中心となって、リスクマネジメントのPDCAサイクルを構築し運用しています。なお、本委員会は当事業年度
において1回開催され、全社的に影響を与えると想定されるリスクの特定およびその管理方針などについて議論
しました。
　また、グループ一体となってリスクマネジメントに取り組むため、NTTグループビジネスリスクマネジメント
マニュアルを策定しグループ各社に配布しています。本マニュアルにより、リスク発生に備えた事前対処策、リ
スクが顕在化した場合におけるグループ連携方法や対応方針、情報連絡フローなどを定め、迅速な対応を可能と
する体制を整備し運用しています。

３．取締役および執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社の業務は、各組織の所掌業務を定めた組織規程に基づいて執行され、取締役会の監督の下、権限の分掌を
定めた責任規程に基づいて意思決定を行っています。
　取締役会においては、法令で定められた事項および会社経営・グループ経営に関する重要事項など、取締役会
規則に定めた事項を決定するとともに、取締役および執行役員から定期的に職務執行状況の報告を受けることな
どにより、取締役の職務執行を監督しています。取締役会は、独立社外取締役4名を含む取締役8名で構成されて
おり、当事業年度において13回開催されました。
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　会社の重要な意思決定にあたっては、原則として、執行役員会議（2020年6月22日までは幹部会議）におい
て審議した上で決定しており、当事業年度において24回開催（幹部会議は10回開催）されました。また、執行
役員会議の下には、会社経営戦略およびグループ経営戦略に関して課題ごとに議論する委員会を設置し、必要に
応じて開催しています。主な委員会と当事業年度における開催回数はそれぞれ次のとおりです。

・技術戦略委員会（R&Dビジョン、技術開発戦略、R&D提携戦略） ：  1回
・投資戦略委員会（大型出資案件などに関する投資戦略） ：28回
・財務戦略委員会（財務に関する基本戦略、財務諸課題への対応方針）：  8回

　グループ会社の事業計画・財務報告その他NTTグループの事業運営において必要な事項については、各社から
の報告体制を整え、グループ各社の規模や特性に応じ、事業報告や非常勤役員派遣などの手段を通じ、必要な情
報を得ています。

４．取締役および執行役員の職務の執行に関する情報の保存および管理に関する体制

　取締役および執行役員の職務の執行に関する情報の管理を含む社内の情報管理について、文書規程や情報セキ
ュリティマネジメント規程を制定しています。これらの規程は社内向けウェブサイトに掲載されています。文書
（電子媒体に記録されたものを含む）の保存については、文書の種類によって法令に定めるもののほか、業務に
必要な期間保存しています。また、文書の整理保存に関しては、各部門への情報管理責任者の配置や、規程に従
った文書（ファイル）の管理を可能とするシステムの導入などを通じ、適切に運用しています。

５．NTTグループにおける業務の適正を確保するための体制

　グループ全体に影響を及ぼす危機的事態が発生した場合の親会社への連絡体制についてはビジネスリスクマネ
ジメントマニュアルに定められており、適切に運用されています。NTTグループ全体のコンプライアンス意識の
維持・向上に向けては、グループ会社に対し企業倫理研修の実施を指導し、その実施状況をモニタリングしてい
ます。
　NTTグループ全体の情報セキュリティについては、NTTグループ情報セキュリティポリシーを制定し、その内
容をホームページで公表しています。また、情報セキュリティに関するリスクマネジメントや課題解決を議論す
る場として各社の最高情報セキュリティ責任者（CISO）をメンバーとするグループCISO委員会を設置していま
す。同委員会は当事業年度において2回開催されました。なお、情報セキュリティの重要性が高まっていること
などを踏まえ、顧客情報などの管理の強化に取り組みます。
　グループ会社の財務状況については、四半期決算の状況のほか、月次で親会社に対して適切に報告されていま
す。また、その結果を月次モニタリング状況として執行役員会議および取締役会に報告しています。
　また、当社の内部監査部門である内部統制室および主要なグループ会社の内部監査部門は、各社およびそれぞ
れの傘下会社に対し、グループ共通の重要なリスクや各社固有のリスクを反映した内部監査を統一的に実施しま
した。

６．監査役の職務を補助すべき社員に関する事項およびその社員の取締役および執行役員からの独立性に関する事項

　監査役監査を支える体制として、専任の社員4名で構成する監査役室を設置しており、監査役の指揮命令に基
づき適切に業務を実施しています。なお、監査役室社員の人事異動や評価などについては、監査役会と調整する
こととしています。
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７．取締役、執行役員および社員が監査役に報告をするための体制およびその他監査役の監査が実効的に行われ
ることを確保するための体制

　監査役は、取締役会など重要な会議に出席し、監査役打合せ会を当事業年度において33回開催したほか、代表
取締役との定期的な意見交換会や、取締役などとテーマに応じた議論を行っています。これらの場において、基
本方針に示す職務執行などの状況の報告を受けるとともに必要に応じて提言を行っています。
　また、会計監査人ならびに内部監査部門との定期的な意見交換を実施し、監査計画の説明や内部統制システム
の状況などについて報告を受けるとともに、必要に応じて提言を行っています。
　なお、監査業務に関する助言を受けるため独自に弁護士など外部の専門家と契約しており、これらに要する費
用を含め、監査業務の執行に必要な費用については、会社が適切に負担しています。
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連結計算書類

連結持分変動計算書（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
（単位:百万円）

株主資本
非支配
持分 資本合計

資本金 資　本
剰余金

利　益
剰余金 自己株式

その他の
資本の

構成要素
合計

期首残高  937,950  2,252,672  6,499,942  △653,369  23,908  9,061,103  2,401,524  11,462,627

当期包括利益

当期利益  -  -  916,181  -  -  916,181  211,675  1,127,856

その他の包括利益
（△損失）  -  -  -  -  359,033  359,033  72,722  431,755

当期包括利益合計  -  -  916,181  -  359,033  1,275,214  284,397  1,559,611

株主との取引額等

剰余金の配当金  -  -  △358,470  -  -  △358,470  △152,543  △511,013

利益剰余金への振替  -  109,983  11,416  -  △121,399  -  -  -

自己株式の取得及び処分  -  1,290  -  △51,424  -  △50,134  -  △50,134

支配継続子会社に対する
持分変動  -  △2,366,079  -  -  -  △2,366,079  △1,891,495  △4,257,574

株式に基づく報酬取引  -  3,043  -  -  -  3,043  -  3,043

非支配持分に付与された
プット・オプション  -  △2,364  -  -  -  △2,364  △2,124  △4,488

その他  -  1,455  △1,061  -  -  394  577  971

株主との取引額等合計  -  △2,252,672  △348,115  △51,424  △121,399  △2,773,610  △2,045,585  △4,819,195

期末残高  937,950  -  7,068,008  △704,793  261,542  7,562,707  640,336  8,203,043

(注) 記載金額は百万円未満の端数を四捨五入して表示しています。

－ 11 －



連結注記表

連結計算書類作成のための基本となる事項に関する注記

重要な会計方針に関する事項
1.　連結計算書類の作成基準

　当社の連結計算書類は、会社計算規則第120条第1項の規定により、国際財務報告基準（以下「IFRS」）
に準拠して作成しています。ただし、同項後段の規定により、IFRSで求められる記載及び注記の一部を省略
しています。

2.　金融資産
認識、分類及び測定

　金融資産は、契約当事者になった日に認識し、(a)償却原価で測定する金融資産、(b)その他の包括利益
を通じて公正価値で測定する金融資産及び(c)損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類していま
す。
　金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合、または金融資産からのキャ
ッシュ・フローを受け取る契約上の権利を譲渡し、当該金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほとん
どすべてが移転している場合において、金融資産の認識を中止し、連結財政状態計算書から除いています。

(a) 償却原価で測定する金融資産
　貸付金等の負債性金融商品のうち、次の条件をともに満たすものを償却原価で測定する金融資産に
分類しています。
・契約上のキャッシュ・フローの回収を目的とする事業モデルのなかで保有している。
・契約条件に基づいて、特定の日に元本及び利息のみのキャッシュ・フローを生じさせる。
　償却原価で測定する金融資産は、当初認識時に公正価値にその取得に直接起因する取引費用を加算
して測定しています。なお、提供した財又はサービスに対する対価の支払時期等を考慮すると、貨幣
の時間価値に重要性がないことから、重大な金融要素を含まない営業債権については、貨幣の時間価
値を調整することなく取引価格で当初測定しています。
　また、当初認識後は実効金利法に基づき算定した総額の帳簿価額から損失評価引当金を控除した償
却原価で測定しています。

(b-1) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産(負債性金融商品)
　社債等の負債性金融商品のうち、次の条件をともに満たすものをその他の包括利益を通じて公正価
値で測定する金融資産に分類しています。
・契約上のキャッシュ・フローの回収と金融資産の売却の両方を目的とする事業モデルのなかで保有

している。
・契約条件に基づいて、特定の日に元本及び利息のみのキャッシュ・フローを生じさせる。
　その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産は、当初認識時に公正価値にその取得に直
接起因する取引費用を加算しています。また、当初認識後は公正価値で測定し、その事後的な変動を
その他の包括利益として認識しています。その他の包括利益として認識した金額は、売却等により認
識を中止した場合、その累計額を損益に振り替えています。
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(b-2) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産(資本性金融商品)
　株式等の資本性金融商品のうち、売買目的ではないものは、当初認識時に、その公正価値の事後的
な変動をその他の包括利益に表示するという選択(事後的な選択の変更は不可)を行うことが認められ
ており、金融商品ごとに当該指定を行っています。
　その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品は、当初認識時に公正価値にその取
得に直接起因する取引費用を加算して測定しています。また、当初認識後は公正価値で測定し、その
事後的な変動をその他の包括利益として認識しています。「その他の資本の構成要素」に累積したそ
の他の包括利益は、認識を中止した場合にその累積額を利益剰余金に振り替えており、損益には振り
替えていません。なお、配当については損益として認識しています。

(c) 損益を通じて公正価値で測定する金融資産
　デリバティブ等の(a)(b-1)(b-2)以外の金融資産は、損益を通じて公正価値で測定する金融資産に
分類しています。
　損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、当初認識時に公正価値により測定し、その取得に直
接起因する取引費用は、発生時に損益として認識しています。また、当初認識後は公正価値で測定し、
その事後的な変動を損益として認識しています。

減損
　償却原価で測定する金融資産、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産(負債性金融商
品)、リース債権、契約資産及び金融保証契約並びに貸出コミットメントについて、下記に基づき、減損損
失(損失評価引当金)の額を算定しています。

・期末日時点で、金融資産にかかる信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、報告
日後12ヵ月以内に生じ得る債務不履行事象から生じると予想される信用損失(12ヵ月の予想信用損
失)により損失評価引当金の額を算定しています。

・期末日時点で、金融資産にかかる信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合には、当該金
融商品の予想存続期間にわたるすべての生じ得る債務不履行事象から生じる予想信用損失(全期間の
予想信用損失)により損失評価引当金の額を算定しています。

　ただし、リース債権、並びに重大な金融要素を含まない営業債権及び契約資産については、上記に関わ
らず、常に全期間の予想信用損失により損失評価引当金の額を算定しています。

3.　棚卸資産
評価基準

　棚卸資産は、通信端末機器、材料品、仕掛品、及び貯蔵品で構成されており、取得原価と正味実現可能
価額(NTTグループが通常の事業の過程における見積販売価格から、販売に要する見積費用を控除して算
定した金額)のいずれか低い価額で測定しています。

評価方法
　通信端末機器及び材料品の原価は、先入先出法により評価しています。仕掛品の原価は、主として顧客
との契約に基づくソフトウェア製作及び販売用不動産の建築に関して発生した人件費及び委託費等を含む
未完成の製造原価です。貯蔵品の原価は、総平均法または個別法により評価しています。
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4.　のれん
　償却は行わず、配分した資金生成単位または資金生成単位グループに減損の兆候がある場合、及び減損の
兆候の有無に関わらず各年度の一定時期に減損テストを実施しており、取得原価から減損損失累計額を控除
した帳簿価額で計上されます。

5.　有形固定資産、無形資産及び投資不動産
測定方法
　取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額で計上する原価モデルを採用しています。

減価償却の方法
(1) 有形固定資産

主として定額法
(2) 無形資産

定額法（ただし、耐用年数が確定できない無形資産及び未だ利用可能でない無形資産については、償
却を行わず、各年度の一定時期に減損テストを実施しています。）

(3) 投資不動産
主として定額法

6.　リース
借手としてのリースの会計処理
(1)リース負債

リース負債は、開始日時点で支払われていないリース料をNTTグループの追加借入利子率※を用いて割
り引いた現在価値で当初測定しています。リース料支払は、実効金利法に基づき算定したリース負債にか
かる金利の支払及びリース負債の返済として会計処理しており、連結損益計算書においては、金利の支払
を金融費用として表示しています。
※ リースの計算利子率が容易に算定できないため、NTTグループの追加借入利子率を割引率として用い

ています。

(2)使用権資産
使用権資産は、リース負債の当初測定額に当初直接コスト、前払リース料等を調整した取得原価で当初

測定しています。当初認識後、使用権資産は、開始日から耐用年数又はリース期間に亘って定額法により
減価償却します。使用権資産の見積耐用年数は、自己所有の有形固定資産と同様に決定します。さらに、
使用権資産は、該当がある場合には、減損損失によって減額され、また特定のリース負債の再測定に際し
ても調整されます。なお、使用権資産のうち、投資不動産の定義を満たすものは、連結財政状態計算書
上、投資不動産として表示しています。

7.　引当金
　引当金は、過去の事象の結果として、現在の法的債務または推定的債務を負い、債務の決済を要求される
可能性が高く、かつその債務の金額について信頼性のある見積りが可能な場合に認識しています。
　引当金は、貨幣の時間価値を反映した税引前の利率を用いて、期末日における債務に関するリスクと不確
実性を考慮に入れた見積将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引いて測定しています。
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　NTTグループは引当金として、主に資産除去債務、環境対策引当金及びポイントプログラム引当金を認識
しています。

8.　確定給付負債
　確定給付制度に関連して認識する負債(確定給付負債)は、期末日現在の確定給付制度債務の現在価値から、
制度資産の公正価値を控除したものです。
　確定給付負債と資産の純額に係る再測定は数理計算上の差異及び制度資産に係る収益(利息額に含まれる
金額を除く)から構成され、その他の包括利益として認識し、直ちにその累計額を「その他の資本の構成要
素」から利益剰余金に振り替えています。

9.　収益
　NTTグループにおいては、固定音声関連サービス、移動音声関連サービス、IP系・パケット通信サービス、
通信端末機器販売、システムインテグレーションサービス及びその他のサービスの6つのサービスを提供し
ています。
　これらについて、IFRS第9号に基づく利息・配当収益やIFRS第4号に基づく保険料収入等を除き、以下の5
ステップアプローチに基づき、顧客に移転する財やサービスとの交換により、その権利を得ると見込む金額
を収益として認識しています。

ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時点で（又は充足するに応じて）収益を認識する。

　また、顧客との契約獲得のための増分コスト及び履行コストのうち、回収可能であると見込まれる部分に
ついて資産として認識しています。

10.　消費税等
　税抜方式によっています。

連結の範囲および持分法の適用に関する事項

　当連結会計年度の連結子会社は964社、持分法適用会社は135社です。

会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に
係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは次のとおりです。

1.　非金融資産の評価
当連結会計年度の連結財政状態計算書には、有形固定資産9,282,286百万円、使用権資産639,627百万円、

のれん1,056,187百万円、無形資産1,765,858百万円、投資不動産1,182,713百万円が計上されています。
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　減損テストにおいて、回収可能価額は、使用価値と処分コスト控除後の公正価値のいずれか高い方で算定し
ています。一部の減損テストにおける回収可能価額として、処分コスト控除後の公正価値を用いており、その
評価技法として割引キャッシュ・フロー法を採用しています。割引キャッシュ・フロー法では、経営者が承認
した将来計画を基礎とし、将来キャッシュ・フローを見積り、加重平均資本コストで割り引いて算定しており、
算定の際には、永久成長率や加重平均資本コストなどの仮定が含まれ、これらの仮定が変動した場合には、減
損損失が生じる可能性があります。

2.　収益の認識
NTTグループは、通信サービスである固定音声関連サービス、移動音声関連サービス、IP系・パケット通信

サービスを提供し、それらに関連する通信端末機器の販売等を行っており、当連結会計年度の連結損益計算書
には営業収益11,943,966百万円が計上されています。

これらの通信サービス及び端末機器販売に係る収益の認識について、以下を含む見積りを行っています。

(1)　通信サービス（ポイントプログラムに係る契約負債）
通信サービスの利用に応じて進呈するポイントと引き換えに、顧客が商品購入時の支払いや通信料金への

充当等が可能なポイントプログラムを提供しています。取引価格は、通信サービス及びポイントに対して、
それぞれの独立販売価格の比率に基づいて配分されます。ポイントに配分された取引価格のうち、未使用部
分については契約負債として「その他の流動負債」に計上し、その後のポイントの利用に従って収益として
認識します。

ポイントに関する契約負債の見積りには、失効率、解約率、1ポイント当たりの価値などの仮定が含まれ
ており、これらの仮定が変動した場合には、認識される収益に変動が生じる可能性があります。

(2)　通信端末機器販売（返金負債の認識）
端末機器の販売において、36回分割支払い契約及び利用した端末機器の返品を条件に、最大12か月分の

分割支払額について支払いを不要とするプログラムを提供しています。当該プログラムの利用によって受
け取れなくなると見込む額を収益から減額し、返金負債として「その他の流動負債」「その他の非流動負
債」に計上しています。

返金負債は、事後的に収益の重大な戻入れが生じない可能性が非常に高くなるように見積られており、顧
客による端末返品数やその時期等の仮定が使用されています。そのため、これらの仮定が変動した場合に
は、認識される収益の額が変動する可能性があります。

3.　繰延税金資産
当連結会計年度の連結財政状態計算書には、繰延税金資産993,858百万円が計上されています。

繰延税金資産は、将来減算一時差異、繰越欠損金及び繰越税額控除について、将来の課税所得により回収でき
る可能性が高い範囲内で認識していますが、将来の課税所得の仮定の変動に伴い、回収可能と考えられる繰延
税金資産の額が変動する可能性があります。
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4.　確定給付負債
当連結会計年度の連結財政状態計算書には、確定給付負債1,731,745百万円が計上されています。

確定給付負債は、期末日現在の確定給付制度債務の現在価値から、制度資産の公正価値を控除し算定していま
すが、確定給付制度債務の測定には、割引率等の仮定が含まれ、これらの仮定の変動に伴い、確定給付負債の
額が変動する可能性があります。

連結財政状態計算書に関する注記

1.　その他の資本の構成要素には、その他の包括利益を通じて公正価値測定する金融資産の公正価値変動額、キャ
ッシュ・フロー・ヘッジ、確定給付制度の再測定、外貨換算調整額が含まれています。

2.　日本電信電話株式会社等に関する法律第9条の規定により、当社の総財産を社債の一般担保に供しています。

3.　保証債務等 119,295百万円

4.　資産から直接控除した損失評価引当金
営業債権及びその他の債権 82,727百万円
その他の金融資産（非流動） 16,912百万円

5.　有形固定資産の内訳
（単位:百万円）

連結財政状態計算書計上額
電気通信機械設備 10,962,442
電気通信線路設備 16,658,931
建物及び構築物 5,707,173
機械、工具及び備品 2,481,759
土地 710,991
建設仮勘定 518,769
小計 37,040,065
減価償却累計額及び減損損失累計額 △27,757,779
有形固定資産合計 9,282,286

6.　使用権資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 293,115百万円
7.　投資不動産の減価償却累計額及び減損損失累計額 495,902百万円
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連結持分変動計算書に関する注記
1.　当連結会計年度末における発行済株式の種類および総数

普通株式 3,900,788,940株

2.　配当に関する事項
(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

1株当たり配当額
（円） 基準日 効力発生日

2020年6月23日
定時株主総会 普通株式 172,672 47.5 2020年3月31日 2020年6月24日

2020年11月6日
取締役会 普通株式 185,798 50 2020年9月30日 2020年12月8日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議予定 株式の種類 配当原資 配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2021年6月24日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 199,211 55 2021年

3月31日
2021年
6月25日

金融商品に関する注記

1.　金融商品の状況に関する事項
　NTTグループは、経営活動を行う過程において、主に下記2に記載の金融商品を保有しており、財務上のリス
ク(信用リスク・流動性リスク・市場リスク)に晒されており、当該リスクを回避又は低減するために、一定の方
針に基づきリスク管理を行っています。また、NTTグループでは、主要な財務上のリスク管理の状況について、
NTTグループの経営陣に報告しています。
　NTTグループは、市場リスクを軽減するためリスク管理方針を制定し、先物為替予約取引、金利スワップ取
引、通貨スワップ取引などのデリバティブ取引を行っています。NTTグループにおいては、投機目的でデリバテ
ィブ取引を行うことはありません。
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2.　金融商品の公正価値等に関する事項
（単位:百万円）

連結財政状態
計算書計上額 公正価値 差額

償却原価で測定する金融負債
長期借入債務
（1年以内返済または償還予定の残高を含む） （4,857,589） （4,841,728） 15,861

公正価値で測定する金融資産・金融負債
その他の金融資産（流動・非流動）

出資金 49,502 49,502 －
持分証券 1,043,381 1,043,381 －
貸付金 11,670 11,670 －

その他の金融資産・その他の金融負債
（流動・非流動）

デリバティブ （1,172） （1,172） －
※1．デリバティブ取引に係る正味の資産・負債を純額で表示しています。
※2．負債となる項目については、（）で示しています。

(注1) 概ね公正価値に相当する金額で記帳されている現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、短期借
入債務、営業債務及びその他の債務、未払人件費等は、上表には含まれておりません。

(注2) 金融商品の公正価値の算定方法並びに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項
(1) 長期借入債務（1年以内返済または償還予定の残高を含む）

　長期借入債務の公正価値は、NTTグループにおける同種の負債の新規借入利回りを使用した割引率で
将来キャッシュ・フローを割り引く方法により、測定されています。

(2) 負債証券
　負債証券は社債等であり、その公正価値は、金融機関等の独自の価格決定モデルに基づき、信用格付
けや割引率などの市場で観察可能な基礎条件を用いて測定しています。

(3) 持分証券及び出資金
　持分証券及び出資金の公正価値は、インプットの合理的な見積りを含め投資先の状況に適合する評価
モデルを適切なプロセスを経て選択しています。その結果、これらの公正価値の測定に際しては、主に
修正純資産法により測定しています。

(4) 貸付金
　貸付金の公正価値は、主に同様の新規取引を行った場合に想定される利率で元利金の合計を割り引いて
測定しています。

(5) デリバティブ
　デリバティブは、主に為替予約、通貨スワップ契約及び金利スワップ契約で構成されています。為替
予約の公正価値は、為替レートなどの市場で観察可能な基礎条件に基づいて測定しています。通貨スワ
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ップ契約及び金利スワップ契約の公正価値は、ロンドン銀行間貸出金利（LIBOR）やスワップレート、
為替レートなどの市場で観察可能な基礎条件を使用し、将来のキャッシュ・フローを現在価値に割引く
ことによって測定しています。

投資不動産に関する注記
1.　投資不動産の状況に関する事項

　NTTグループは、賃貸オフィスビル等を有しています。

2.　投資不動産の公正価値に関する事項
（単位:百万円）

連結財政状態計算書計上額※1 公正価値※2

1,182,713 2,505,794
※1　連結財政状態計算書計上額は、取得原価から減価償却累計額および減損損失累計額を控除した金額で

す。
※2　公正価値は、主として独立した不動産鑑定の専門家による評価額であり、割引キャッシュ・フロー法

による評価額又は観察可能な類似資産の市場取引価格等に基づいています。

1株当たり情報に関する注記
1株当たり株主資本 2,087円98銭
基本的1株当たり当期利益 248円15銭

その他の注記
1.　売却目的で保有する資産

NTT・TCリース株式会社の共同支配企業への移行について
概要

当社は、2020年2月6日開催の取締役会において、東京センチュリー株式会社（以下「東京センチュリー」）
と資本業務提携（以下「本資本業務提携」）を行うことを決議し、本資本業務提携に関する契約を締結しまし
た。

当連結会計年度において、本資本業務提携の一環として、当社及び東京センチュリーは、両社の国内外にお
けるリース事業及びファイナンス事業を強化・拡充するために、2020年7月1日にNTTファイナンス株式会社
（以下「NTTファイナンス」）のリース事業及びグローバル事業の一部を、同社が新たに設立した新会社
（「NTT・TCリース株式会社」）に対し分社型吸収分割の方法により承継させた後、2020年7月8日にNTT
ファイナンスから東京センチュリーに新会社の発行済株式総数の50%に相当する株式を現金を対価に譲渡し
ました（以下「本株式譲渡取引」）。これにより、NTT・TCリース株式会社は、当社及び東京センチュリー
による共同支配企業となり持分法を適用しています。

本株式譲渡取引による当社の連結損益計算書への影響は軽微です。
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支配喪失時の要約財政状態計算書
                               （単位:百万円）

勘定科目 勘定科目
（資産の部） （負債の部）
営業債権及びその他の債権 842,304 短期借入債務 972,778
その他の金融資産（流動） 293,589 営業債務及びその他の債務 20,436
有形固定資産 60,839 リース負債（流動） 4,953
その他の金融資産（非流動） 122,879 その他の流動負債 14,273
その他 284,497 長期借入債務 426,407

リース負債（非流動） 26,879
その他の金融負債（非流動） 18,091
その他 3,718

合計 1,604,108 合計 1,487,535
上記は、支配喪失時の連結会社間の取引消去前の金額で記載しています。

2.　株式会社NTTドコモの完全子会社化について

　当社は、株式会社NTTドコモ（以下「対象者」）の普通株式（当社保有対象者株式及び対象者が所有する自
己株式を除く、以下「対象者株式」）、及びバンクオブニューヨークメロン銀行（以下「本預託銀行」）に預
託された対象者株式１株の所有権を表章するものとして本預託銀行により米国で発行されている米国預託証券
を対象とする、金融商品取引法に基づく公開買付けを実施し、対象者株式の全てを取得することにより、対象
者を当社の完全子会社とすることを目的とした一連の取引を以下のとおり実施しました。

公開買付け
　2020年9月29日、当社は、対象者株式を公開買付けにより取得することを決定し、2020年9月30日から
2020年11月16日にかけて、対象者株式を3兆1,786億円で取得しました。この結果、NTTグループの対象者
に対する所有持分は66.2％から91.5％に上昇しました。

株式売渡請求
2020年11月27日、当社は会社法第179条第１項に基づき、対象者の非支配持分の所有者に対し、その所有

持分の全て（8.5％）を当社に売り渡すことの請求（総額1兆758億円）を行い、同日、対象者の取締役会がこ
れを承認しました。これを踏まえて、NTTグループの対象者に対する所有持分を100％として会計処理を実施
しています。また、本株式売渡請求の効力発生により、2020年12月29日をもって、当社は対象者株式の全て
を取得し、対象者は当社の完全子会社となりました。
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　これらの一連の対象者株式の追加取得に伴う「非支配持分との取引」の概要は、次のとおりです。
（単位：百万円）

当連結会計年度
(2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで)

取得した非支配持分の帳簿価額 1,888,048
売渡対価※1 4,253,138
親会社の所有者に帰属する持分の減少※2 △2,365,090
※1  売渡対価には取引コストを含めていません。
※2  取得した非支配持分の帳簿価額と対価との間に生じた差額により資本剰余金が負の値になる部

分については、利益剰余金から減額しています。

資金の確保
　当社グループは、一連の取引に要した資金を確保する為に、金融機関からの借入に加えて、総額2兆1,069
億円の社債を発行しました。
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計算書類

株主資本等変動計算書（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
（単位:百万円）

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額

金

評価・換算差
額等
合計資本

準備金

その他
資本

剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰
余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金

当期首残高 937,950 2,672,826 1 2,672,827 135,333 1,751,900 1,887,233 △653,369 4,844,642 618 618 4,845,260

当期変動額

剰余金の配当 － － － － － △358,469 △358,469 － △358,469 － － △358,469

当期純利益 － － － － － 639,237 639,237 － 639,237 － － 639,237

自己株式の取得 － － － － － － － △250,161 △250,161 － － △250,161

自己株式の処分 － － 1,290 1,290 － － － 198,737 200,026 － － 200,026

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額） － － － － － － － － － 100,737 100,737 100,737

当期変動額合計 － － 1,290 1,290 － 280,768 280,768 △51,425 230,633 100,737 100,737 331,370

当期末残高 937,950 2,672,826 1,291 2,674,117 135,333 2,032,668 2,168,001 △704,793 5,075,275 101,355 101,355 5,176,630

(注) 従来、記載金額は百万円未満を切り捨てて表示していましたが、当事業年度より百万円未満を四捨五入して表示しています。
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個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1.　資産の評価基準および評価方法
(1) 有価証券の評価基準および評価方法

①　子会社株式および関連会社株式
移動平均法による原価法

②　その他有価証券
ア）時価のあるもの

　期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定しています）

イ）時価のないもの
移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法
　貯蔵品については、最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの
方法により算定）によっています。

2.　固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっています。
　なお、主な耐用年数については以下のとおりであり、残存価額は実質残存価額によっています。

建物　4～56年
工具、器具及び備品　3～26年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法によっています。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年以内）
に基づく定額法によっています。

(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額は実質残存価額とする定額法によっています。

3.　引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については債権の回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしています。
　なお、当事業年度においては、引当金の計上はありません。

(2) 退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上
しています。
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①　退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっています。

②　数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
　過去勤務費用については、発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数による定額法により、発生時
より費用処理しています。
　数理計算上の差異については、発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数による定額法により、翌
事業年度より費用処理しています。

4.　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
(1) ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジによっています。ただし、為替予約等については振当処理を適用しており、また、金利スワップ
取引のうち、「金利スワップの特例処理」（金融商品に関する会計基準注解（注14））の対象となる取引につ
いては、当該特例処理を適用しています。

(2) 消費税等の会計処理
　税抜方式によっています。

(3) 連結納税制度の適用
　連結納税制度を適用しています。

(4) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
　当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度へ
の移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結
納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 
2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正
前の税法の規定に基づいています。

貸借対照表に関する注記

1.　担保に供している資産および担保に係る債務
日本電信電話株式会社等に関する法律第9条の規定により、総財産を社債の一般担保に供しています。

社債（1年以内に償還予定のものを含む） 169,989百万円

2.　有形固定資産の減価償却累計額 315,939百万円

3.　保証債務
子会社の社債発行に対して、次のとおり債務保証を行っています。

NTTファイナンス株式会社 2,106,880百万円

4.　関係会社に対する金銭債権および金銭債務（区分表示したものを除く）
短期金銭債権 353,525百万円
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長期金銭債権 1,405百万円
短期金銭債務 2,776,151百万円
長期金銭債務 2,317百万円

損益計算書に関する注記

1.　関係会社との取引高
営業取引による取引高

営業収益 144,058百万円
営業費用 56,793百万円

営業取引以外の取引による取引高 40,034百万円

株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式数
普通株式 278,776,284株

税効果会計に関する注記

　繰延税金資産の発生の主な原因は、有価証券、退職給付引当金であり、繰延税金負債の発生の主な原因は、そ
の他有価証券評価差額金です。
　なお、繰延税金資産においては、評価性引当額56,820百万円を控除しています。
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関連当事者との取引に関する注記
子会社

（単位:百万円）
種類 会社等の名称 議決権等の所有

（被所有）割合
関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社 東日本電信電話
株式会社

所有
直接100％

株主としての
権利行使・助
言・あっせん
その他の援助

資金の貸付（注1） －
短期貸付金 37,800
関係会社
長期貸付金 100,600

利息の受取（注1） 1,314 流動資産その他 40
基盤的研究開発に
かかる費用の収受
（注2）

32,719 － －

土地・建物の賃貸
（注3） 5,675 前受金 504

子会社 西日本電信電話
株式会社

所有
直接100％

株主としての
権利行使・助
言・あっせん
その他の援助

資金の貸付（注1） 100,000
短期貸付金 153,000
関係会社
長期貸付金 348,000

利息の受取（注1） 2,476 流動資産その他 227
基盤的研究開発に
かかる費用の収受
（注2）

34,646 － －

子会社
エヌ・ティ・ティ・
コムウェア
株式会社

所有
直接100%

株主としての
権利行使・助
言・あっせん
その他の援助

土地・建物の賃貸
（注3） 1,914 前受金 156

子会社
エヌ・ティ・ティ・
都市開発
株式会社

所有
間接100%

助言・あっせ
んその他の援
助

土地・建物の賃貸
（注3） 1,972 前受金 208

子会社 NTTファイナンス
株式会社

所有
直接100%

株主としての
権利行使・助
言・あっせん
その他の援助

資金の借入（注4） 4,638,289
（注5）

1年内返済予定の
関係会社
長期借入金

70,000

短期借入金 2,727,879
関係会社
長期借入金 2,521,880

利息の支払（注4） 4,458 未払費用 1,377
NTTグループ会社
間取引の資金決済 108,816 未収入金 4,485

債務保証
（注6） 2,106,880 － －

取引金額には消費税等を含めていません。期末残高には消費税等を含めています。

取引条件および取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、当社の資金調達条件と同一としています。なお、担保は受け入れていません。
(注2) 基盤的研究開発にかかる費用の収受については、その成果を継続的に利用する各社に対する分担金として収

受しており、基盤的研究開発を実施するために必要な費用を総合的に勘案し決定しています。なお、当該取
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引の資金決済については、グループ会社間取引システムによっています。
(注3) 土地・建物の賃貸については、第三者の評価書を徴収し、かつ近隣の取引実勢に基づいて定期的に交渉のう

え賃料を決定しています。なお、当該取引の資金決済については、グループ会社間取引システムによってい
ます。

(注4) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を決定しています。なお、担保は提供していません。
(注5) ＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）からの借入において、日々の運転資金見合いの取引金額に

ついては、事業年度中の平均残高を記載しており、その他の借入による取引金額については、総額を記載し
ています。

(注6) NTTファイナンス株式会社の社債発行につき、債務保証を行っています。なお、保証料は受領していませ
ん。

1株当たり情報に関する注記
1株当たり純資産額 1,429円21銭
1株当たり当期純利益 173円14銭

その他の注記

株式会社NTTドコモの完全子会社化について

　当社は、株式会社NTTドコモ（以下「対象者」）の普通株式（当社保有対象者株式及び対象者が所有する自己
株式を除く、以下「対象者株式」）、及びバンクオブニューヨークメロン銀行（以下「本預託銀行」）に預託さ
れた対象者株式１株の所有権を表章するものとして本預託銀行により米国で発行されている米国預託証券を対象
とする、金融商品取引法に基づく公開買付けを実施し、対象者株式の全てを取得することにより、対象者を当社
の完全子会社とすることを目的とした一連の取引を以下のとおり実施しました。

公開買付け
　2020年9月29日、当社は、対象者株式を公開買付けにより取得することを決定し、2020年9月30日から2020
年11月16日にかけて、対象者株式を3兆1,786億円で取得しました。この結果、当社の対象者に対する所有持分
は66.2％から91.5％に上昇しました。

株式売渡請求
　2020年11月27日、当社は会社法第179条第１項に基づき、対象者の非支配持分の所有者に対し、その所有持
分の全て（8.5％）を当社に売り渡すことの請求（総額1兆758億円）を行い、同日、対象者の取締役会がこれを
承認しました。また、本株式売渡請求の効力発生により、2020年12月29日をもって、当社は対象者株式の全て
を取得し、対象者は当社の完全子会社となりました。

　これらの一連の対象者株式の追加取得に伴い取得した株式は、関係会社株式に計上しています。
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資金の確保
　当社は、一連の取引に要する資金を確保する為に、当社の子会社であるNTTファイナンス株式会社より借入を
行いました。また、NTTファイナンス株式会社は当社に対する貸付資金を確保する為に総額2兆1,069億円の社
債を発行し、当社は当該社債に対して全額債務保証を行っています。

以　上
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